
教員向けの普及啓発活動

（社）日本臓器移植ネットワークにおいて、日本教育新聞社と連携し、教員向けの
教材（資料）の配布やセミナーの実施に取り組んでいる。

中学生向け普及啓発パン レ トと併中学生向け普及啓発パンフレットと併
せ、授業での活用をイメージすることが
できるポイントを紹介した教員向け資料
を送付。を送付。

「臓器移植を題材とした授業の可能性」というテーマで
平成２４年度において３回（11月：東京、12月：大阪、1
月：愛知）教育者を対象とした教育セミナーを開催月：愛知）教育者を対象とした教育セミナーを開催。

※講演の内容は、（社）日本臓器移植ネットワークのホーム
ページ（ http://www.jotnw.or.jp/studying/ ）にて閲覧可能。

教育委員会とも連携して、教育現場で活用できる資料やセミナーに
ついての情報提供や普及啓発に取り組んでいただきたい。

適正な臓器移植の推進に向けた実施体制
（参考）

厚生労働省 都道府県
(社)日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ
(公財)日本アイバンク協会

・ 臓器移植についての知識や意思表示方法に関する普及啓発の実施
・ 「臓器移植普及推進月間」･「臓器移植推進国民大会」の実施（毎年10月）

国国
民
一
般

・ 臓器移植についての知識や意
思表示方法の普及啓発

・ 臓器提供意思登録システムの

都道府県臓器移植コーディネー
ターとともに、

・臓器移植についての知識

・ ガイドライン等の策定、発出
・ 政府広報等を活用した普及

啓発 臓器提供意思登録システムの
運用

・ 意思表示カード・シールの配布

臓器移植についての知識
・意思表示方法等

の周知

啓発
・ ホームページへの情報掲載

・医療従事者に対する普及啓発活動

都道府県臓器移植コーディネーター
都道府県臓器移植コーディネーター

支援事業
（社）日本臓器移植ネットワーク

が行う事業に対し国庫補助

医
療 平成25年度予算案 62 266千円医療従事者に対する普及啓発活動

・関係医療機関の臓器提供体制の
拡充

・心停止下での腎臓・眼球の提供も含
め、臓器提供協力（意思確認の実施）

・活動旅費
・会議開催費

療
機
関

関係学会等を通じた医療関係者
への普及啓発

平成25年度予算案 62,266千円

について施設等巡回し依頼
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２．造血幹細胞移植対策２．造血幹細胞移植対策

「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」
平成24年法律第90号

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り もって造血幹細胞移植の円滑

目指す方向

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑

かつ適正な実施に資するため、造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念等を

明らかにするとともに、講ずべき施策の基本となる事項や、骨髄、末梢血幹細胞提供

あっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な規制及び助成等について定めるものあっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な規制及び助成等について定めるもの

であり、これにより、移植を希望する患者の方々にとって、病気の種類や病状に合った最

適な移植が行われるとともに生活の質の改善が図られることが期待される。（法律案草

案趣旨説明より）案趣旨説明より）

施行時期

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
（平成２６年３月１１日まで）

施行に向けて

関係審議会において、議論を開始
本年９月までに基本方針をとりまとめる予定本年９月までに基本方針をとりまとめる予定

⇒今後の審議の動向を注視していただきたい
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患者登録者数の推移

（名）

様々な要因があるが、非血縁者間造血幹細胞移植を希望している患者数は年々増加している。

※ 2012年12月末現在
※ 出典： 中央骨髄データセンター

（年）
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造血幹細胞移植の件数（非血縁者間）は 年々増加している

造血幹細胞移植実績の推移（非血縁者間）

（単位：件）

2,266 

2,378 

造血幹細胞移植の件数（非血縁者間）は、年々増加している。

1,805

1,993 

2,139 

2,000 

骨髄移植等

さい帯血移植

1 232
1 2721 439

1,529 

1,566 

1,717 

,  

1,500 

総計

851 
908 

963 
1,027 

1,118 

1,232 
1,192 

1,272 

875 907 

1,074 1,106 

885 
969 1,036 

1,439 

1,000 

358 363
405 716 

749 

739 737 
702 678 658 

754 778 

559 

702 

500 

0 8 

112 

231 

358 363 

482 

588 

0 0 0 0 0 1 19 
77 

114 
169 

220 
297 

0 8

112 

231 
358 364 

424 

0

（年度）

0 8 0 
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

※骨髄移植等とは、骨髄移植と末梢血幹細胞移植をいう。
※末梢血幹細胞移植は平成22年10月より導入されており、平成24年3月現在、4例が実施されている。
※平成24年3月末現在

よりよい治療のための造血幹細胞移植の主な課題

①骨髄や臍帯血などの善意のドナーの継続的な協力の確保

②骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植の３種類の移植術の②骨髄移植、末梢 幹細胞移植、臍帯 移植 種類 移植術
うち、最適な治療法が選択できる実施体制の整備

③骨髄移植のコーディネート期間の短縮

④末梢血幹細胞移植の普及（末梢血幹細胞採取体制の整備）④ 梢 幹細 移植 普 （ 梢 幹細 採 体制 備）

⑤臍帯血の品質の向上⑤臍帯血の品質の向上
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骨髄バンク ドナー登録者の推移

407 871

450,000 50,000 
（人）

骨髄バンクへのドナー登録者数は、年々増加している。

41,763 

407,871 

350 000

400,000 

40,000 

45,000  新規登録者数

登録者数（年度末現在）

300,000 

350,000 

30 000

35,000 

200,000 

250,000 

25,000 

30,000 

150,000 

,

15,000 

20,000 

50,000 

100,000 

5,000 

10,000 

0 0 

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
（年度）

30

都道府県別対象人口1,000人あたりにおけるドナー登録者数～昨年度との比較～

ドナー登録者数は各都道府県においてばらつきがある。
引き続き積極的なドナ 登録をお願いしたい

2
5
.4
6
 20 

25 

30 

対象人口千人当り

における登録者（人）A/B

平成23年度
（11月末時点）

引き続き積極的なドナー登録をお願いしたい。
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※参考：骨髄移植推進財団ＨＰ
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道府県に対する地方交付税措置の内容について

衛生費のうち、骨髄提供者登録受付業務費においてドナー登録の費用を交付税措置

連絡協議会について連絡協議会について

「非血縁者間骨髄移植等の実施に関する指針について」
（平成22年9月7日付け健発0907第9号 健康局長通知 ）（平成22年9月7日付け健発0907第9号。健康局長通知。）
第３ 非血縁者間における骨髄移植等を成立させるためのあっせんの具体的な手続
４ 関係者間の連携の確保 において、

『各都道府県等においては、関係者間の連携のもと、地域の実情に応じた事業が行わ
れるよう、都道府県等、財団、日本赤十字社、骨髄等の移植医療の専門家、関係医療
機関の医師及びボランティア等の関係者からなる連絡協議会を設置するなど、関係者
間の情報や意見の交換ができる場を設けることが望ましい。』

とされているところ。

「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」
において地方公共団体に求められていること

第５条（地方公共団体の責務）

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な
提供の推進に関する施策を策定し 及び実施する責務を有する

第１０条（国民の理解の増進）

具体的には・・・

提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関す
る国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

●地方公共団体においては、現在、

効果的な普及啓発及び骨髄等提供希望者の募集・登録について

●地方公共団体においては、現在、
・骨髄バンク推進月間（10月）等を活用した普及啓発
・自治体、ボランティア、医師など関係団体からなる連絡協議会を組織しての連絡調整
・保健所を通じたドナー登録 などを行っていただいている。

●造血幹細胞提供支援機関として、「日本赤十字社」の役割が従来よりも大きくなることが見込まれる。●造血幹細胞提供支援機関として、 日本赤十字社」の役割が従来よりも大きくなる とが見込まれる。
→第４５条第４項（支援機関の業務）において、“普及啓発”が掲げられているところ。

●効果的な普及啓発を行うためには、全国組織である「日本赤十字社」やボランティア団体との連携が重要。
→献血事業との連携など、骨髄等提供希望者の募集や提供希望者登録事業においては、日本赤十字社及びボラン

ティア団体との協力が不可欠。ティア団体との協力が不可欠。

⇒⇒連絡協議会等も活用し、日本赤十字社やボランティア団体とも連携を強化しながら、連絡協議会等も活用し、日本赤十字社やボランティア団体とも連携を強化しながら、

効果的な普及啓発や積極的な骨髄等提供希望者の募集及び登録をお願いしたい。効果的な普及啓発や積極的な骨髄等提供希望者の募集及び登録をお願いしたい。
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